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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　内視鏡パスプランニングのためのシステムにおいて、
　プログラムを記憶するためのメモリ装置と、
　前記メモリ装置と通信しているプロセッサが含まれており、
　前記プロセッサは、プログラムによって次のように動作する、すなわち、
　気道と動脈を含んだ肺の画像を受信し、該画像内では所定の末梢気道は不可視であるが
当該不可視の末梢気道に対応する末梢動脈は可視であり、
　前記肺の画像内で前記不可視の末梢気道近傍に位置するターゲットを特定し、
　前記ターゲットまで、不可視の末梢気道近傍の末梢動脈を用いてプロットされるパスに
従って、不可視の末梢気道の下地となる可視気道に沿った当該ターゲットまでの内視鏡パ
スを作成するように動作することを特徴とするシステム。
【請求項２】
　前記プロセッサはさらに前記内視鏡パスを用いた気管支鏡検査を実行する場合にプログ
ラムによって次のように動作する、すなわち、
　肺内に挿入された気管支鏡先端部の位置を特定する画像がキャプチャされ、
　前記画像が内視鏡パスからの対応画像と共に記録され、
　気管支鏡先端部が前記内視鏡パスにおいて位置付けされる箇所に関連して位置付けされ
る箇所が確定されるように動作する、請求項１記載のシステム。
【請求項３】



(2) JP 4388958 B2 2009.12.24

10

20

30

40

50

　さらに前記プロセッサはプログラムによって次のように動作する、すなわち前記内視鏡
パスにおいて位置付けされる箇所に整合させるために気管支鏡先端部の移行を促すように
動作する、請求項２記載のシステム。
【請求項４】
　前記ターゲットは、結節、癌性突出部、非癌性突出部、病巣、腫瘍、狭窄部を含み得る
、請求項１記載のシステム。
【請求項５】
　前記プロセッサは、さらにプログラムによって画像をキャプチャするように動作する、
請求項１記載のシステム。
【請求項６】
　前記画像は、コンピュータ断層撮影法（ＣＴ）、ヘリカルスキャン型コンピュータ断層
撮影法（ＣＴ）、Ｘ線撮影法、陽電子放射型コンピュータ断層撮影法、蛍光透視法、超音
波診断法、または磁気共鳴（ＭＲ）映像法によってキャプチャされる、請求項５記載のシ
ステム。
【請求項７】
　前記プロセッサはさらにプログラムによって、ターゲットが特定される場合にターゲッ
トを選択するように動作する、請求項１記載のシステム。
【請求項８】
　前記プロセッサは、さらにターゲットまでの内視鏡パスが作成される場合にプログラム
によって次のように動作する、すなわち、
　肺内の気道と動脈のセグメント化が実施され、
　セグメント化された気道の気道ツリーとセグメント化された動脈の動脈ツリーが作成さ
れ、
　前記気道ツリーと動脈ツリーが互いに整合化され、
　前記整合化されたツリーを用いて、不可視の末梢気道近傍の末梢動脈が検出され、
　内視鏡パスが、追従中の可視気道から、不可視の末梢気道近傍の末梢動脈を用いてプロ
ットされたパスを追従するために切り換えられるジャンプポイントが選択されるように構
成されている、請求項１記載のシステム。
【請求項９】
　前記ジャンプポイントは、可視気道の端部近傍にある、請求項８記載のシステム。
【請求項１０】
　前記ジャンプポイントは、可視気道の中心点にある、請求項８記載のシステム。
【請求項１１】
　前記プロセッサは、さらにプログラムによって内視鏡パスが表示されるように動作する
、請求項１記載のシステム。
【請求項１２】
　気道と動脈を含んだ肺の画像を受信するステップと、該画像内では所定の末梢気道は不
可視であるが当該不可視の末梢気道に対応する末梢動脈は可視であり、
　前記肺の画像内で前記不可視の末梢気道近傍に位置するターゲットを特定するステップ
と、
　前記ターゲットまで、不可視の末梢気道近傍の末梢動脈を用いてプロットされるパスに
従って、不可視の末梢気道の下地となる可視気道に沿った当該ターゲットまでの内視鏡パ
スを作成するステップが含まれていることを特徴とする、内視鏡パスプランニングのため
の方法ステップをプロセッサに実行させる命令型プログラムを記憶したコンピュータで読
出し可能な媒体。
【請求項１３】
　気道と動脈を含んだ肺の画像を受信する手段と、該画像内では所定の末梢気道は不可視
であるが当該不可視の末梢気道に対応する末梢動脈は可視であり、
　前記肺の画像内で前記不可視の末梢気道近傍に位置するターゲットを特定する手段と、
　前記ターゲットまで、不可視の末梢気道近傍の末梢動脈を用いてプロットされるパスに
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従って、不可視の末梢気道の下地となる可視気道に沿った当該ターゲットまでの内視鏡パ
スを作成する手段とが含まれていることを特徴とする、内視鏡的パスプランニングのため
のシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　関連出願とのクロスレファレンス
　本願は、２００３年７月１３日に提出されたアメリカ合衆国仮出願番号６０／４８６３
１９で留保されている優先権を主張するものであり、参照として本願の開示内容にその全
体が含まれるものである。
【背景技術】
【０００２】
　1.技術分野
　本発明は、内視鏡的パスプランニングに関しており、詳細には、気道に対する代用とし
て動脈を用いた内視鏡的パスプランニングに関している。
【０００３】
　2.関連技術の説明
　経気管支生検法（ＴＢＢｘ）を用いた気管支鏡検査法とは、肺組織の多重的検体採集の
ために鼻若しくは口を通して気管支鏡が挿入される診断法である。経気管支生検法ＴＢＢ
ｘは、疑わしい肺結節に対する他の組織診、例えば経胸腔針生検法（ＴＴＮＢｘ）やビデ
オ支援の胸腔鏡的外科療法（ＶＡＴＳ）などに比べて、患者に対する外傷性の影響が少な
いものである。しかしながら最近までＴＢＢｘは、気管支鏡のサイズのために主要な気道
近傍に位置する中心結節に限られていた。
【０００４】
　超薄型の気管支鏡を用いれば、末梢気道を通り抜けて肺の中の末梢結節に達することが
可能になるが、しかしながら多数の分岐気道を通るパスを形成して所望の末梢結節に達す
ることには困難が伴う。例えば０.５ｍｍの等方性の分解能を備えたイメージボリューム
の得られるマルチスライスコンピュータトモグラフィー（ＣＴ）イメージングシステムを
用いてさえ、所期の結節近傍の周辺気道をイメージデータに可視化することはできない。
さらに気道がより小さな末梢気道に繰り返し分岐するにつれて、可能なパス経路の数は指
数的に増加し、所期の末梢結節に至るパス経路のプランニングは益々困難となる。
【０００５】
　仮想内視法とは、気管支鏡検査法、血管内視鏡法や結腸鏡検査法などの現下の内視鏡的
検査法によって作成されるイメージと外観的に同じような、三次元的メディカルイメージ
スキャンからの可視化を創出するのに用いられる技術である。この仮想内視鏡的視覚化は
、医学の専門家にとっては、実際の内視鏡検査中にそれらの進行するパス（経路）を示す
ことによって貴重な手助けとなる。しかしながら仮想内視鏡技術は、得られる３Ｄデータ
の解像度による限界があり、従ってＣＴイメージデータにおいて可視である肺の中心気道
に限られる。
【０００６】
　ＣＴイメージデータにおいては、末梢動脈の方が末梢気道よりも多くの視覚化が可能で
あることが明らかになった。なぜなら同じ度合いの部分容積効果を被ることがないからで
ある。さらに解剖学の研究においては肺領域全体にわたって気道と動脈が互いに平行して
いることが実証されている。
【０００７】
　従って、気管支鏡検査者のような専門家に、多数の末梢気道を通って肺の中の所期の末
梢結節に到達するパスプランニングを容易に可能にさせる、仮想内視鏡的パスプランニン
グのための方法及びシステムの必要性が高まっている。
【０００８】
　発明の概要
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　本発明は、従来技術におけるその他の問題も含めて前述したような問題を、気道に対す
る代替として動脈を用いた内視鏡的パスプランニングのための方法及びシステムの提供に
よって克服するものである。
【０００９】
　発明を実施するための最良の形態
　本発明の１つの実施例によれば、内視鏡的パスプランニングのための方法において、肺
の末梢気道内に位置している肺内のターゲットが特定されるステップと、末梢気道に対す
る代替として末梢動脈を用いて前記ターゲットまでの内視鏡的パスが作成されるステップ
が含まれていることを特徴としている。このターゲットは、結節、癌性突出部、非癌性突
出部、病巣、腫瘍、狭窄部のうちの１つである。
【００１０】
　さらにこの方法は有利には、肺に関係するデータをキャプチャするステップを含んでい
る。このデータは、コンピュータ断層撮影法（ＣＴ）、ヘリカルスキャン型コンピュータ
断層撮影法（ＣＴ）、ｘ線撮影法、陽電子放射型コンピュータ断層撮影法、蛍光透視法、
超音波診断法、磁気共鳴（ＭＲ）映像法のうちの１つによってキャプチャされる。また有
利には前記ターゲットが特定されるステップに、肺からのターゲットの手動選択と肺から
のターゲットの自動選択のうちの１つが含まれる。
【００１１】
　有利には、前記ターゲットまでの内視鏡的パスが作成されるステップには、肺の気道と
動脈のセグメント化がなされる、肺に関係するデータのセグメント化が実施されるステッ
プと、セグメント化された気道の気道ツリーとセグメント化された動脈の動脈ツリーがコ
ンピュータ処理されるステップと、前記コンピュータ処理された気道及び動脈ツリーが整
合されるステップと、ターゲットまでの内視鏡的パスが確定されるステップと、内視鏡的
パスが末梢動脈に切り換えられるジャンプ箇所が選択されるステップが含まれている。前
記ジャンプ箇所は、探知可能な末梢気道の端部近傍にあり、及び末梢動脈に沿った対応箇
所近傍にある。また前記ジャンプ箇所は、探知可能な末梢気道の分枝と末梢動脈に沿った
対応箇所の中心点にある。
【００１２】
　有利には、前記ターゲットまでの内視鏡的パスが作成されるステップに、肺の気道と動
脈のセグメント化がなされる、肺に関係するデータのセグメント化が実施されるステップ
と、セグメント化された気道の気道ツリーとセグメント化された動脈の動脈ツリーがコン
ピュータ処理されるステップと、ターゲットまで導く動脈が選択されるステップと、動脈
パスに整合される気道パスが選択されるステップと、
　内視鏡的パスが末梢動脈に切り換えられるジャンプ箇所が選択されるステップが含まれ
る。
【００１３】
　さらに有利には当該方法に内視鏡的パスが表示されるステップが含まれる。
【００１４】
　本発明の別の実施例によれば、内視鏡的パスプランニングのための方法において、肺の
末梢気道内若しくはその近傍に位置している肺内のターゲットが手動で選択されるステッ
プと、ターゲットまで導く動脈内部の箇所と、ターゲットまで導く気道内部の箇所が手動
で選択されるステップと、この場合当該２つの箇所は、ジャンプポイントを形成するもの
であり、前記２つの箇所のうちの動脈内部に対応する箇所と、気道内部に対応する箇所が
自動的に確定されるステップと、ターゲットの近傍にある動脈内のターゲットポイントが
手動で選択されるステップと、ジャンプ箇所を示す、ターゲットからの血管内視鏡的逆行
パスが自動的に作成されるステップと、気管を示す、ターゲットからの気管支鏡的逆行パ
スが自動的に作成されるステップが含まれることを特徴としている。
【００１５】
　この方法にはさらに、ターゲットからジャンプポイントまでの血管内視鏡的逆行パスに
沿って手動でナビゲートするステップと、血管内視鏡的逆行パスに沿った仮想内視鏡の進
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行が、ジャンプポイントの閾値距離内にある場合に、当該血管内視鏡的逆行パスがジャン
プポイントに到達したことを自動的に確定するステップと、さらに、逆行的な血管内視鏡
的パス及び気管支鏡的パスに基づく後退によって気管からターゲットまでの前進パスが自
動的に作成されるステップが含まれ得る。
【００１６】
　本発明のさらに別の実施例によれば、内視鏡的パスプランニングのための方法において
、
　肺内のターゲットが手動で選択されるステップと、ターゲットまで導く動脈内部の箇所
と、選択された動脈に平行する気道内部の箇所が手動で選択されるステップと、この場合
当該２つの箇所は、ジャンプポイントを形成するものであり、ターゲットの近傍にある動
脈内のポイントが手動で選択されるステップと、ターゲット近傍の動脈からジャンプポイ
ントまでの血管内視鏡的逆行パスが手動で作成されるステップと、ジャンプポイントから
気管までの気管支鏡的逆行パスが手動で作成されるステップが含まれていることを特徴と
している。この方法にはさらに、血管内視鏡的逆行パス及び気管支鏡的逆行パスに基づく
後退によって気管からターゲットまでの前進パスが自動的に作成されるステップが含まれ
得る。
【００１７】
　また本発明による別の有利な実施例によれば、プランニングされた内視鏡的パスを用い
た気管支鏡検査を実行するための方法において、
　気管支鏡が肺内に挿入されるステップと、第１の画像がキャプチャされるステップと、
この場合第１の画像は肺内の気管支鏡先端部の位置を含むものであり、前記第１の画像が
、プランニングされた内視鏡的パスからの対応画像と共に記録されるステップと、気管支
鏡先端部が、プランニングされた内視鏡的パス内で位置付けされた箇所に関連して位置付
けされている箇所が確定されるステップが含まれていることを特徴としている。この方法
にはさらに、気管支鏡先端部の箇所が、プランニングされた内視鏡的パス内の該当箇所に
整合すべく調整されるステップが含まれ得る。
【００１８】
　本発明によるさらに有利な実施例によれば、内視鏡的パスプランニングのためのシステ
ムにおいて、
　プログラムを記憶するためのメモリ装置と、前記メモリ装置と通信しているプロセッサ
が含まれており、前記プロセッサは、プログラムによって、肺の末梢気道内若しくはその
近傍に位置している肺内のターゲットを特定し、末梢気道に対する代替として末梢動脈を
用いて当該ターゲットまでの内視鏡的パスを作成するように作動することを特徴としてい
る。前記ターゲットは有利には、結節、癌性突出部、非癌性突出部、病巣、腫瘍、狭窄部
のうちの１つである。
【００１９】
　前記プロセッサは有利には、さらにプログラムコードによって、肺に関係するデータが
キャプチャされるように動作する。また有利には、前記データは、コンピュータ断層撮影
法（ＣＴ）、ヘリカルスキャン型コンピュータ断層撮影法（ＣＴ）、ｘ線撮影法、陽電子
放射型コンピュータ断層撮影法、蛍光透視法、超音波診断法、磁気共鳴（ＭＲ）映像法の
うちの１つによってキャプチャされる。さらに有利には、前記プロセッサは、プログラム
コードによって、ターゲットが特定される場合に肺からのターゲットが選択されるように
動作する。
【００２０】
　前記プロセッサは、さらにプログラムコードによって、ターゲットまでの内視鏡的パス
が作成される場合に、肺の気道と動脈のセグメント化がなされる、肺に関係するデータの
セグメント化が実施され、セグメント化された気道の気道ツリーとセグメント化された動
脈の動脈ツリーがコンピュータ処理され、前記コンピュータ処理された気道及び動脈ツリ
ーが整合され、ターゲットまでの内視鏡的パスが確定され、内視鏡的パスが末梢動脈に切
り換えられるジャンプ箇所が選択されるように動作し得る。前記ジャンプ箇所は有利には
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、探知可能な末梢気道の端部近傍にあり、及び末梢動脈に沿った対応箇所近傍にある。ま
た有利には、前記ジャンプ箇所は、探知可能な末梢気道の分枝と末梢動脈に沿った対応箇
所の中心点にある。
【００２１】
　前記プロセッサは、さらにプログラムコードによって、ターゲットまでの内視鏡的パス
が作成される場合に、肺の気道と動脈のセグメント化がなされる、肺に関係するデータの
セグメント化が実施され、セグメント化された気道の気道ツリーとセグメント化された動
脈の動脈ツリーがコンピュータ処理され、ターゲットまで導く動脈が選択され、動脈パス
に整合される気道パスが選択され、内視鏡的パスが末梢動脈に切り換えられるジャンプ箇
所が選択されるように動作し得るし、また前記プロセッサは、さらにプログラムコードに
よって、内視鏡的パスが表示されるように動作し得る。
【００２２】
　本発明の別の有利な実施例によれば、内視鏡的パスプランニングのためのコンピュータ
プログラム論理が記録されたコンピュータ用媒体を含んでいるコンピュータプログラム製
品において、
　前記コンピュータプログラム論理に、肺の末梢気道内に位置している肺内のターゲット
を特定するためのプログラムコードと、末梢気道に対する代替として末梢動脈を用いて前
記ターゲットまでの内視鏡的パスを作成するためのプログラムコードが含まれていること
を特徴としている。
【００２３】
　さらに別の有利な実施例によれば、内視鏡的パスプランニングのためのシステムにおい
て、
　肺の末梢気道内に位置している肺内のターゲットを特定するための手段と、末梢気道に
対する代替として末梢動脈を用いて前記ターゲットまでの内視鏡的パスを作成するための
手段が含まれていることを特徴としている。
【００２４】
　さらに別の有利には実施例によれば、抹消気道がコンピュータ断層撮影法（ＣＴ）によ
る走査によって検出不能な場合に、抹消気道の箇所に対する代用マーカーとしての動脈を
用いて、気道から抹消結節まで導く、コンピュータ作成型の仮想内視鏡的パス経路を自動
的に導出するための方法において、
　複数の末梢気道のうちの１つの内部若しくはその近傍に位置している肺内の結節を特定
するステップと、抹消動脈の１つを結節まで導く抹消気道の１つに対する代替として用い
て結節までの仮想内視鏡的パスを作成するステップが含まれており、前記仮想内視鏡的パ
スを作成するステップが、さらに、肺の気道と動脈のセグメント化がなされる、肺に関係
するデータのセグメント化を実施するステップと、セグメント化された気道の気道ツリー
とセグメント化された動脈の動脈ツリーをコンピュータ処理するステップと、前記コンピ
ュータ処理された気道及び動脈ツリーを整合するステップと、ターゲットまでの内視鏡的
パスを確定するステップと、内視鏡的パスが末梢動脈に切り換えられるジャンプ箇所を選
択するステップと、内視鏡的パスを表示するステップが含まれていることを特徴としてい
る。
【００２５】
　前述してきた本発明の実施例の特徴は、本発明の理解を助けるためのものであって、特
許請求の範囲によって特定される発明への限定、あるいは特許請求の範囲に相当するもの
への限定とみなすべき意図のものではないことを理解されたい。それゆえにこれらの特徴
の概要は、相当事項を確定するための方向付けとみなすべきではない。本発明のさらなる
特徴は、以下の明細書で図面並びに請求の範囲からも明らかにされる。
【００２６】
　図面の概略説明
図１は、本発明の実施例による内視鏡的パスプランニングのためのシステムのブロック回
路図であり、
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図２は、本発明の実施例による気道に対する代替として動脈を用いた方法のフローチャー
トであり、
図３は、本発明の実施例による内視鏡的パスプランニングのための方法を表したフローチ
ャートであり、
図４Ａは、成長領域を用いて得られるセグメント化された気管支ツリーを表した図であり
、
図４Ｂは、成長領域を用いて得られるセグメント化された動脈ツリーを表した図であり
図５Ａは、図４Ａのセグメント化された気管支ツリーを用いてコンピュータ処理された気
管支ツリーモデルを表した図であり、
図５Ｂは、図４Ｂのセグメント化された動脈ツリーを用いてコンピュータ処理された動脈
ツリーモデルを表した図であり、
図６Ａは、図５Ａのコンピュータ処理された気管支ツリーモデルの内部図であり、
図６Ｂは、図５Ｂのコンピュータ処理された動脈ツリーモデルの内部図であり、
図７は、気管支ツリーモデルと動脈ツリーモデルと内視鏡的パスの整合の概略図であり、
図８は、本発明の実施例による内視鏡的パスプランニングのための他の方法を表したフロ
ーチャートである。
【００２７】
　実施例の説明
　図１は、本発明の実施例による内視鏡的パスプランニングのためのシステム１００のブ
ロック回路図である。この図１に示されているようにこのシステム１００は、特に、走査
デバイス１０５と、パーソナルコンピュータ（ＰＣ）１１０と、例えばイーサーネットワ
ーク１２０を介して接続されているオペレータコンソール及び／又は仮想ナビゲーション
ターミナル１１５を含んでいる。走査デバイス１０５は、磁気共鳴映像（ＭＲＩ）デバイ
ス、コンピュータ断層撮影（ＣＴ）デバイス、ヘリカルスキャン型コンピュータ断層撮影
（ＣＴ）デバイス、陽電子放射型コンピュータ断層撮影（ＰＥＴ）デバイス、二次元（２
Ｄ）若しくは三次元（３Ｄ）蛍光透視デバイス、２Ｄ、３Ｄ、４Ｄ超音波診断デバイス、
ｘ線撮影デバイスなどであり得る。
【００２８】
　ＰＣ１１０（これはポータブル若しくはラップトップコンピュータ、パーソナルデジタ
ルアシスタントＰＤＡなどであり得る）は、中央処理ユニット（ＣＰＵ）１２５とメモリ
１３０を含み、入力部１５０と出力部１５５に接続されている。ＣＰＵ１２５は、パスプ
ランニングモジュール１４５を含んでおり、このモジュールは、気道に対する代替として
動脈を用いた内視鏡的パスプランニングのための１つ又は複数の方法を含んでいる。ＣＰ
Ｕ１２５は、医学用画像データの自動診断機能ないし自動評価機能を実行するのに用いら
れる診断モジュールを含んでいる。さらにこのＣＰＵ１２５は、関心ボリューム（ＶＯＩ
）セレクタと肺ボリューム試験装置に接続されていてもあるいは含んでいてもよい。
【００２９】
　メモリ130はランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）１３５とリードオンリーメモリ（ＲＯ
Ｍ）１４０を有している。つまりメモリ１３０はデータベース、ディスクドライブ、テー
プデバイス等、またはそれらの組み合わせを含むことができる。ＲＡＭ１３５はデータメ
モリとして機能し、ＣＰＵ１２５でプログラムが実行される際に使用されるデータを記憶
し、ワーク領域として使用される。ＲＯＭ１４０は、ＣＰＵ１２５で実行されるプログラ
ムを記憶するためのプログラムメモリとして機能する。入力部１５０はキーボード、マウ
ス等により構成されており、出力部１５５は液晶ディスプレイ（ＬＣＤ）ＣＲＴディスプ
レイ、またはプリンタとして構成されている。
【００３０】
　システム１００の動作は、仮想ナビゲーションターミナル１１５から制御される。この
仮想ナビゲーションターミナル１１５はコントローラ１６５、例えばキーボードとディス
プレイ１６０、例えばＣＲＴディスプレイを有する。仮想ナビゲーションターミナル１１
５はＰＣ１１０および走査デバイス１０５と通信し、走査デバイス１０５によりキャプチ
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ャされた２D画像データをＰＣ１１０によって３Dデータにレンダリングすることができ、
ディスプレイ１６０に表示され得る。ＰＣ１１０は、仮想ナビゲーションターミナル１１
５がなくても、コントローラ１６５とディスプレイ１６０により実行される所定タスクの
ための入力デバイス１５０と出力デバイス１５５を使用して、走査デバイス１０５により
供給された情報を処理し、表示することができるものと理解されたい。
【００３１】
　仮想ナビゲーションターミナル１１５はさらに適切な画像レンダリングシステム／ツー
ル／アプリケーションを有し、キャプチャされた画像データセットのデジタル画像データ
を処理して、２Dおよび／または３D画像をディスプレイ１６０に表示することができる。
より詳細には、画像レンダリングシステムは、２Ｄ／３Ｄレンダリングを実行し、医学画
像データを視覚化するアプリケーションあってもよく、それらは汎用コンピュータまたは
専用ワークステーションで実行される。さらに画像レンダリングシステムはユーザに３D
画像または複数の２D断層画像をナビゲートすることができる。ＰＣ１１０も画像レンダ
リングシステム／ツール／アプリケーションを含むことができ、キャプチャされた画像デ
ータセットのデジタル画像データを処理して、２Ｄ／３Ｄ画像を発生することができる。
【００３２】
　図1に示すように、ＰＣ１１０はパスプランニングモジュール１４５を使用してデジタ
ル医学画像データを受信し、処理する。このデジタル医学画像データは前述したように、
生画像データ、２D構造データ（例えば軸方向断層画像）、またはボリューム画像データ
のような３D構造データ、または多重平面再構成形態、またはそれらの組み合わせとする
ことができる。データ処理結果はＰＣ１１０からネットワーク１２０を介して、仮想ナビ
ゲーションターミナル１１５にある画像レンダリングシステムに出力することができ、デ
ータ処理結果に応じて２Dおよび／または３Dレンダリング画像データが生成される。これ
は例えば、器官または解剖学的構造のセグメント化や色ないし濃度変化等である。
【００３３】
　本発明による内視鏡的パスプランニングのための方法及びシステムは、医学用画像デー
タを介して処理及びナビゲートするための従来の内視鏡的方法の拡張または代替的な手法
として実現され得ることを理解されたい。さらにここに説明した例示的なシステムや方法
は、広範な種類のイメージング（例えばＣＴ，ＭＲＩなど）に適合化され、肺小結節、腫
瘍、狭窄、炎症領域などのさまざまな異常な肺構造および病変を診断および評価するため
に適応化された医学用３Ｄ画像およびコンピュータ支援診断（ＣＡＤ　computer aided d
iagnosis）システムまたはアプリケーションと共に容易に実現可能である。これらに関し
ては幾つかの種類のイメージングまたは解剖学的特徴に基づいて実施例を説明するが、し
かしながらこれは発明の範囲をこれらの構成に限定することを意図したものではない。
【００３４】
　さらに本発明はさまざまな形態のハードウェア、ファームウェア、特定用途向けプロセ
ッサ、またはそれらの組み合わせで実現できることを理解されたい。１つの実施形態によ
れば本発明は、プログラム記憶装置（例えば磁気フロッピィディスク、ＲＡＭ，ＣＤ Ｒ
ＯＭ，ＤＶＤ，ＲＯＭおよびフラッシュメモリ）上で具現化されるアプリケーションプロ
グラムとしてソフトウェアで実現することができる。このアプリケーションプログラムは
、相応のアーキテクチャで構成された任意のマシンにアップロードして、そのマシン上で
実行することができる。
【００３５】
　図２は、本発明の実施例による、検出可能な末梢気道及び検出不能な末梢起動に対する
代替として動脈を用いた検出方法の処理を表したフローチャートである。この図２で示さ
れているように、ステップ２１０では、片肺若しくは両肺から３Ｄデータがキャプチャさ
れる。これは操作デバイス１０５，例えばＣＴスキャナを用いて肺の走査が実施され、そ
れによって対応する一連の２Ｄ画像が生成される。これらの肺の２Ｄ画像は、３Ｄレンダ
リング画像へ変換され得る。
【００３６】
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　３Ｄデータが肺からキャプチャされた後では、本発明の１実施例によれば、肺の中の気
道（例えば気管支）及び動脈（例えば血管）が自動的にセグメント化される（ステップ２
２０）。このステップの気道と動脈のセグメント化には、複数の従来技術が用いられても
よい。気道のセグメント化に対する１つの技術として２００２年に発行された文献“Acad
emic Radiology 9 ”の１１５３～１１６８頁に記載されている“Kiraly A.P.,Higgins W
.E.McLennan G”らによる論文“Three-dimensional human airways segmnetation method
s for clinical virtual bronchoscopy”が挙げられ、そのコピーがここでは参照される
。
【００３７】
　“Kiraly”らによって記載されているセグメント化方法の１つでは、気道の自動セグメ
ント画像ＳＡが最初に適応化された成長領域を介してコンピュータ処理され、気道がセグ
メント化される。この方法では、所定のルートサイトｒＡが肺のＣＴ画像Ｉ内の気道ツリ
ーの隣接端部において表示される。このルートサイトｒＡは、仮想ナビゲーションターミ
ナル１１５のユーザーによって手動で選択されてもよいし、それらの例えば気管のような
解剖学的部分ないし部位の位置決めと選択のための画像処理技術を用いて自動的選択され
てもよい。“Ｋｉｒａｌｙ”らによって記載された自動セグメント化のための方法の１つ
は、繰り返される３Ｄ成長領域反復からなっている。そこでは各反復に閾値Ｔ（初期値～
１０００ＨＵ）とセグメント化を確定するためのルートサイトｒＡが使用される。最適な
閾値Ｔは、この閾値Ｔの値の増加に伴う当該処理過程の繰り返しによって見つけられる。
付加的なボクセルは、閾値Ｔとしてセグメント化に加えられ増加する。なぜならば、閾値
Ｔ以下のＨＵ値を伴う全ての隣接ボクセルがセグメント化の部分になるからである。
【００３８】
　この手法では閾値Ｔが場合によっては、成長領域が気管支壁を突破して実質組織に入る
のに十分な高さのポイントに到達し得る。なぜならセグメンテーションの全ボリュームＶ
が、３Ｄ成長領域が実行される時間毎にコンピュータ処理されるからである。
【００３９】
　この事象は、ボリューム内のシャープの増加によって検知可能である。このシャープ増
加は“爆発”とも称され、いわゆる“爆発パラメータ”Ｅと呼ばれるプリセット値によっ
て確定される。検出された“爆発”の直前の成長領域がセグメント画像ＳＡを形成する。
前述したような技術を用いて得られるセグメント化された気管支ツリーの例は、図４Ａに
示されている。
【００４０】
　動脈は、ステップ２２０において例えばマスク制限閾値を用いて自動的にセグメント化
される。セグメント化された動脈ＳＢの画像は、元のＣＴ画像の閾値ＴＶによって生成さ
れる。ＴＶのＨＵ値若しくはそれ以上の値を持つ画像の任意部分は、セグメント化に含ま
れる。なぜなら元のＣＴ画像がコントラストを含まず、この技術が心臓部分をセグメント
化するからである。元のＣＴ画像の無冠家の部分は、肺のマスクを用いた結果のマスキン
グによって消去される。バイナリークローズによって続けられる－５００ＨＵの閾値を伴
う気管の標準成長領域はこのマスクを形成する。なぜなら気道壁がセグメント内部に置か
れる傾向にあって、それらの壁部の多くがセグメント化された気道画像の拡張版の減算に
よって消去されるからである。結果として得られる動脈の画像は、末梢領域における気道
のものよりも詳細なセグメントを達成する。なぜならそれらが気管支壁としての平均部分
ボリュームと同じ度合で許容されないからである。この技術を用いて得られるセグメント
化された動脈ツリーの例は図４Ｂに示されている。
【００４１】
　画像の気道と動脈がセグメント化された後では、セグメント化された気道と動脈のツリ
ー表示がステップ２３０において自動的にコンピュータ処理される。気管支セグメントＳ
Aと動脈セグメントＳBが所定のセグメントＳＡとＳBのツリー構造のコンピュータ処理に
用いられる複数の手法が存在する。そのような手法は、２００４年１０月に発行された文
献“IEEE Transactions on Medical Imaging”に記載されている“Kiraly A.P.,Helferty
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 J.,Hoffman E.A..,McLennan J.,Higgins W.E”らによる 論文“Analysis of branching 
tubular structures in 3D digital images”に記載があり、そのコピーがここでは参照
される。この“Kiraly”らによって記載されている手法は、スムース、サブボクセルパス
や定量的な方向性ベクトルを含んだ種々の特徴を提供する。気道及び動脈のスケルトン化
でもって開始され、複数のステップによって進行する。このセグメント化された画像のス
ケルトン化は（気道セグメントＳA若しくは動脈セグメントＳＢ）最初に間隔距離を用い
てコンピュータ処理され、準同位性保持ボクセルの非薄化の除去によって継続されるキャ
プチャ端部に変換される。次に生ツリー構造がコンピュータ処理されたスケルトンを用い
て形成され、大抵のケースにおいて誤った分枝が含まれ得る。このツリー構造は、相互接
続された一連の分枝としてのセグメントを表している。このツリー構造とセグメント化さ
れた画像は、誤った分子の消去のための所定基準を測るために用いられる。残存するツリ
ー構造は、スムーズでかつ中心的である。観察方向は、自動的に作成されるべき内視鏡的
レンダリングを許容するためにツリー構造中の各ポイントに割当てられる。セグメント化
された気道及び動脈のコンピュータ処理されたツリー表示の例は図５A及び図５Ｂに示さ
れている。
【００４２】
　気道ツリーと動脈ツリーは、図５Ａ及び図５Ｂに示されているように一旦ツリー構造に
フォーマットされ、それらの分枝ポイント及び／又は分枝の自動比較が行われる（ステッ
プ２４０）。このような分枝の比較及び／又は整合のための技法の１つは例えば２００２
年にニューヨークで開会された“Fifth International Conference on Medical Imaging 
Computing and Computer Assisted Intervention”での “Tschirren J.,Palagyi K.,Rei
nhardt J.M.,”らによる文献“Segmentation,skeletonization,and branchpoint matchin
g”に記載されており、そのコピーがここでも参照される。この技法は、本発明に関連し
て使用されてもよい。しかしながら分枝のその他の整合技法も本発明と共に使用できるこ
とを理解されたい。整合化のなされた気道の内部観察図（ａ，ｂ，ｃ）と動脈の内部観察
図（ａ，ｂ，ｃ）はそれぞれ図６Ａ並びに図６Ｂに示されている。
【００４３】
　本発明の別の実施例によれば、ステップ２４０において、気管支ツリーと動脈ツリーの
整合化の代わりに、目標結節までの個々の気管支パスと動脈パスが整合化され得る。例え
ば動脈ツリーモデルが一度拡張された気道に整合すべく合わせられると、目標結節から１
ｃｍ未満で終端しているツリー分枝がサーチされる。そして目標結節まで最も短い間隔距
離の分枝が選択される。２つ以上の分枝端部が目標結節の１ｃｍ以内にあるならば、それ
らは連続評価のために記憶される。一旦分枝が選択されると、気管からのパスがツリーモ
デルから気管に戻るパスの追跡によって確定される。
【００４４】
　動脈パスの整合化を確定するために、目標結節近傍の血管パスがサーチされ、自動的に
抽出された気管支パスに最も近いパスが確定される。これはコンピュータ処理によって２
つのパス上のポイント間の間隔が測定され、その平均がとられる。そして次に述べるよう
な基準、すなわち１）パスに沿った分枝セグメントの数、２）各分枝の場所、３）分枝の
長さ、４）気道パス及び動脈パスに対する分枝角度などが評価され、どの整合化された動
脈パスがナビゲーションに対する代替として十分に貢献できるかが確定される。この評価
はターゲットから所定の間隔距離（例えば２ｃｍ）以内にあるパスの部分に対して行われ
る。パス経路は、分枝の数と分枝の角度並びに全分枝の位置及び長さの間の違いが閾値以
下である場合に整合したものとみなされる。最も近い動脈パス経路が気管支パス経路から
閾値を超えて逸脱している場合には、次に近い動脈パス経路が評価され、整合のための基
準を充たしているかがみられる。
【００４５】
　図３は、本発明の実施例による内視鏡的パスプランニングのための方法の実施を表すフ
ローチャートである。より詳細には、図３には、気道から抹消結節まで導く仮想内視鏡的
パス経路をコンピュータ処理により自動的に派生させて作成するための方法が表されてい
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る。ここではＣＴスキャンで特定できない場合に抹消気道の個所に対する代替マーカーと
して動脈が使用される。
【００４６】
　図３に示されているように、ステップ３１０では、医学的専門家、例えば気管支鏡操作
者が、生検を望んでいる肺内の結節などのターゲットを特定する。このターゲットは、限
局的な異常性、例えば癌性突出部、良性突出部、病変ないし狭窄部位、粘液あるいは炎症
部などであり得る。気管支鏡操作者が目標（ターゲット）結節を特定した後では、当該シ
ステムが目標結節に最も近い動脈分枝を次のようにして特定する。すなわち、１）図２の
ステップのいずれか若しくはそれらの組み合わせを実行する、か２）先の時点で、例えば
先行の図２のステップの実行の間にキャプチャされＣＰＵ１２５のメモリ１３０内に記憶
されたデータを使用して特定する。ステップ３２０には、動脈パスに対応して整合してい
る気道パスを特定するためのステップが含まれている（これは以下でも説明する）。
【００４７】
　最適な動脈パス（すなわち結節に最も近いパス）は、コンピュータ処理された動脈ツリ
ーモデルの中のパスから選択される（ステップ３３０）。このことは、例えば従来方式の
自動化されたパスプランニング技法、すなわち目標結節まで導く最適な気道パスないし動
脈パスを特定するために用いられる技法を使って達成される。またこのステップではさら
に付加的にマニュアルパスプランニング技法が使用されてもよい。
【００４８】
　引き続きステップ３４０において“ジャンプポイント”が選択される。この“ジャンプ
ポイント”は、例えば気道パス上の個所であってその近くで検出可能な気道ツリーが終端
しており、さらに動脈パス上の対応する個所である。別の言い方をすれば、この“ジャン
プポイント”は、仮想気管支鏡的ナビゲーション（すなわち気道若しくは気管支を介した
仮想ナビゲーション）がもはや不可能となる個所を表しており、さらに仮想血管内視鏡的
ナビゲーション（すなわち血管若しくは動脈を介した仮想ナビゲーション）が引き継がれ
る個所である。つまり“ジャンプポイント”は、気道ツリーの端部に先立つ気道パスに沿
ってあるいはその近傍で選択された領域内の個所として確定されるものであり、さらにこ
の“ジャンプポイント”は、二股分岐というよりも任意の気道分枝の中間点に位置してい
る。例えばこの“ジャンプポイント”の例は、図７中で円７３０によって囲まれた領域内
の水平線によって表されている。
【００４９】
　図７には、目標結節７４０方向に導かれた気管支サブツリー７１０とこの気管支サブツ
リー７１０に対応する同じように目標結節７４０方向に導かれた動脈サブツリー７２０が
示されている。図７に示されているように、気管支サブツリー７１０と動脈サブツリー７
２０は、類似した特徴を呈しているが、しかしながら動脈サブツリー７２０は、末梢領域
内にみられる付加的な分枝を含んでいる（すなわちこれらの付加的な分枝は、気管支サブ
ツリーの限界若しくは端部を越えて位置している）。従って気管支サブツリー７１０に沿
ったパスは１度終端しているか若しくは“ジャンプポイント”に到達しており、対応する
動脈サブツリー７２０は、末梢領域内の目標結節７４０までのパスのプロットに使用され
ている。換言すれば、動脈パスは、例えばＣＴスキャナーの解像度と部分容積効果のため
に視認できない目に見えない気道パスのためのロードマップ的役割を担っている。
【００５０】
　ステップ３４０の後、ステップ３５０では、例えば気管分岐部または気管において開始
され、気管支サブツリー７１０を通って“ジャンプポイント”まで進行する内視鏡的パス
経路が自動的に作成される。さらにステップ３６０では、この“ジャンプポイント”から
開始されて目標結節７４０までの内視鏡的パス経路が自動的に作成される。その後で、こ
れらのステップ３５０と３６０において作成された内視鏡的パス経路の“飛行経過”（す
なわち仮想内視鏡的動画）が例えば仮想ナビゲーションターミナル１１５のユーザーに呈
示される（ステップ３７０）。
【００５１】



(12) JP 4388958 B2 2009.12.24

10

20

30

40

50

　前述してきた本発明によれば、医学専門家、例えば気管支鏡操作者に、肺の中で特定可
能な末梢気道がなかったとしても中央気道から肺の末梢結節までのナビゲートを可能にさ
せる内視鏡的パスプランニングが実現される。従って本発明を実行することにより、従来
の仮想内視鏡システムにおいて、精度向上を目的とした肺の仮想ナビゲーションに関連す
るプログラムの作成及び／又はその強化のための拡張が可能となる。これにより気管支鏡
操作者は、医学的評価のために末梢結節までのパスをプランニングすることが可能となる
。
【００５２】
　本発明の別の有利な実施例によれば、動脈及び気管支ツリーの自動整合がユーザーの選
択によって置換えられる。図８に示されているこの実施例では、ステップ８１０において
、ユーザーが肺の中の目標結節又はその他の異常部位を選択する。この選択は、例えば目
標結節上のマウスのクリック操作によって実行され得る。次にユーザーは、目標結節まで
導く動脈内の個所と、整合する気管支内の個所を選択する（ステップ８２０）。この選択
された個所を“ジャンプポイント”と称する。ＰＣ１１０は、選択ポイントにおけるハウ
ンスフィールド値のテストにより動脈内の選択と気管支内の選択をそれらの構造に合わせ
て自動的に確定する。この自動確定は、気道内のハウンスフィールド値が動脈内のものよ
りも少ないという事実を活用している。次にユーザーは、結節近傍を通って“ジャンプポ
イント”まで導く動脈を特定する（ステップ８３０）。
【００５３】
　結節近傍の動脈から開始して、血管パス経路は、“ジャンプポイント”に到達するまで
動脈を通して導かれながら半自動で作成される（ステップ８４０）。ＰＣ１１０は、血管
内視鏡検査のための内視鏡的視覚化パラメータを、水と同じ濃度値の透明なボクセル値と
空気と同じ濃度値の不透明なボクセル値を用いたセッティングによって自動的に調整する
。このパス経路の方向性は、動脈内に残った最長射線の計算によって自動的に確定される
。必要に応じてユーザーは、ギャップをクローズアップするため又はパス経路を開くため
レンダリング値を相互調整してもよい。さらにユーザーは、進行方向をマウスの左右方向
への移動操作によって調整する。しかしながら進行方向は心臓の方に向かって、小さな動
脈分枝から大きな動脈分枝に移行するので、分岐点は存在せず、従ってどの分枝を取り入
れるべきかの決定は一概には不要である。
【００５４】
　ＰＣ１１０は、パスが動脈内の“ジャンプポイント”に到達した時に検査によって目下
の内視鏡的パスの箇所がジャンプポイントの閾値距離範囲内にあるのかどうかを自動的に
確定する（ステップ８５０）。それから内視鏡は、気管支内の適合箇所に自動的に移され
る。内視鏡に対する最初の視覚化ベクトルは、動脈内の“ジャンプポイント”直前のもの
と同じである。レンダリングパラメータは、その反転によって気管支鏡的視覚化のために
自動的に調整される。それにより空気と同じボクセル値が透明にレンダリングされ、組織
（すなわち気道壁）に等しいボクセル値は不透明にレンダリングされる。
【００５５】
　そして“ジャンプポイント”から気管までの気管支鏡的パス導出が、自動的に若しくは
半自動的に作成される（ステップ８６０）。血管内視鏡的パスの場合と同じように、進行
方向は気管支内に残った最長射線として取り入れられる。方向性に対する半自動式の修正
は、ユーザーによって指示されてもよいが、しかしながら進行方向はまだ逆行の可能性が
あるので、分岐点決定は存在せずパスは通常は自動的に作成される。次いで、結節から“
ジャンプポイント”まで導く血管内視鏡的パスと“ジャンプポイント”から気管まで導く
気管支鏡的パスがリバーシングされる（ステップ８７０）。それによって気管から結節ま
でのシームレスなパスが作成され、これは目標結節までの全ての道筋をリードする気管支
鏡的パスを表している。
【００５６】
　本発明の別の実施例によれば、内視鏡的パスプランニングが気管支鏡検査法と一緒に用
いられる。この実施例では、気管支鏡が気管内に挿入された後で、気管支鏡先端を移動さ
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せたい箇所へのアクセスのためにＣＴ画像セットがキャプチャされる。このことは、内視
鏡的パスプランニング中に得られたＣＴ画像を用いた気管支鏡検査中のキャプチャされた
ＣＴ画像の自動的なリアルタイムの記録によって達成される。
【００５７】
　内視鏡的パスプランニング中に得られたＣＴ画像を用いた気管支鏡検査中のキャプチャ
されたＣＴ画像の自動的なリアルタイムの記録のために、異なる時間でキャプチャされた
２つのＣＴデータセットにおいて結節箇所を整合させるための有利な方法としては、２０
０２年に上海で発行された文献“Proceedings of the Internatinal Conference on Diag
nostic Imaging and Analysis”に記載されている“shen H.,Fan L.,Qian H.”らによる
論文“Real-time and automatic matching of pulmonary nodules in follow-up multi-s
lice CT studies”が挙げられ、そのコピーがここでは参照として用いられる。この“she
n”らによる方法は、それぞれ軸方向、冠状面及び矢状面スライスの肺領域に基づいて２
つのＣＴデータセットの近似的な包括線形アライメントによって開始される。１つのＣＴ
データセットにおいて結節の位置が与えられると、近似的アライメントにより他のデータ
セットにおいて初期の探索位置が与えられる。結節位置に集中した二進化ボリュームの表
面マップと他のデータセットの開始ト位置がコンピュータ処理され、最も相似した整合の
ための局所的に探索される。
【００５８】
　この“shen”らの技法により肺内の任意のハイコントラスト領域が供給されることによ
って、目下のＣＴ画像において気管支鏡の箇所がプランニングされる内視鏡的パスに関連
して確定される。さらに“shen”らの技法により気管支鏡先端位置がレジスタに供給され
ることによって、気管支鏡によりキャプチャされた画像がＣＰＵ１２５若しくは仮想ナビ
ゲーションターミナル１１５に表示のために瞬時に伝送される。先にキャプチャされた同
レベルの軸方向、冠状面及び矢状面画像（これらは関係する気道及び血管の同定のために
ラベリングされている）を用いた気管支鏡先端を実際に表す画像セクションの正確な整合
によって、気管支鏡操作者はリアルタイムでそれらの位置精度を確定することができ、こ
れによって先にプランニングされた内視鏡的パスに正確に追従することが保証される。
【００５９】
　従ってプランニングされた内視鏡的パスに関連する目下の気管支鏡位置のリアルタイム
のフィードバックにより、気管支鏡操作者は適切な内視鏡位置であることを確認でき、ま
た内視鏡を適正な位置へ適時に移すことも可能である。
【００６０】
　付属の図面に示されている構成システムのコンポーネントおよび方法ステップのいくつ
かはソフトウェアで実現できるため、システムコンポーネント（または処理ステップ）間
の実際の接続は、本発明のプログラムの仕方に応じて変わり得ることを理解されたい。こ
こで示した本発明の教示があれば、当該技術分野における通常の知識を有する者は、本発
明の上述内容に類似した実現ないしは構成を考え出すことができる。
【００６１】
　また上記の説明は、具体的な実施形態を示すためのものにすぎないことも理解されたい
。理解しやすいように、上記の説明では可能な実施形態の代表的な例にまとを絞っていた
が、これらは本発明の基本的な思想を詳解するためのものであって、すべての可能な変形
形態を排他的に列挙したわけではない。本発明の特定部分において代替的な実施形態が示
されなかったことは、これらの実施形態の放棄と見なされるべきではない。別の適用形態
や実施形態も、本発明の趣旨および範囲から逸脱することなく直接実現することができる
。したがって本発明は、特記された実施形態に制限されることなく請求の範囲で特定され
る。請求の範囲における文言上の範囲には未記載の実施形態が多く含まれ、これらも本発
明と同等のものであることを理解されたい。
【図面の簡単な説明】
【００６２】
【図１】本発明の実施例による内視鏡的パスプランニングのためのシステムのブロック回
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路図
【図２】本発明の実施例による気道に対する代替として動脈を用いた方法のフローチャー
ト
【図３】本発明の実施例による内視鏡的パスプランニングのための方法を表したフローチ
ャート
【図４Ａ】成長領域を用いて得られるセグメント化された気管支ツリーを表した図
【図４Ｂ】成長領域を用いて得られるセグメント化された動脈ツリーを表した図
【図５Ａ】図４Ａのセグメント化された気管支ツリーを用いてコンピュータ処理された気
管支ツリーモデルを表した図
【図５Ｂ】図４Ｂのセグメント化された動脈ツリーを用いてコンピュータ処理された動脈
ツリーモデルを表した図
【図６Ａ】図５Ａのコンピュータ処理された気管支ツリーモデルの内部図
【図６Ｂ】図５Ｂのコンピュータ処理された動脈ツリーモデルの内部図
【図７】気管支ツリーモデルと動脈ツリーモデルと内視鏡的パスの整合の概略図
【図８】本発明の実施例による内視鏡的パスプランニングのための他の方法を表したフロ
ーチャート

【図１】 【図２】
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